
  

 

 

本市の都市形成の歴史
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「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
第

９
号
の
発
行
に
当
た
り
、
記
事

の
作
成
に
つ
い
て
ご
協
力
を
い

た
だ
い
た
み
な
さ
ま
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
で

は
、
皆
様
に
親
し
み
を
持
っ
て

読
ん
で
頂
け
る
よ
う
な
紙
面
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
建
築
協
定
に
つ
い

て
の
ご
意
見
や
疑
問
、
取
り
上

げ
て
ほ
し
い
題
材
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
下
記
の
協
議
会

事
務
局
ま
で
ご
意
見
を
お
寄
せ

下
さ
い
。 

 

◆
事
務
局
よ
り
◆ 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
を

地
区
内
に
配
布
さ
れ
る
場
合

は
、
協
議
会
会
員
（
各
協
定
地

区
の
代
表
者
）
の
方
に
、
必
要

部
数
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
，
ご
希
望
の
方
は
、

下
記
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。
な
お
，
事
務
局
（
市
役
所

４
階
）
で
の
配
布
も
行
っ
て
お

り
ま
す
。 

「
住
み
や
す
い
街
を
つ
く
る

た
め
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
」
，

「
み
ん
な
で
守
る
ま
ち
な
み
の

ル
ー
ル
～
建
築
協
定
の
手
引
き

～
」
に
つ
き
ま
し
て
も
、
ご
希

望
の
方
は
、
ご
連
絡
下
さ
い
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        ～建築用語の解説・日影図の見方・市の助成紹介～

平成２４年１１月３日（土）平成２４年度第１

回の研修会を開催しました。この研修会では、毎

年度、各協定区域内の役員の改選等ではじめて、

協定運営（特に建築計画承認申請）に携わる方に

建築用語の解説や初歩的な図面の見方を説明し

ています。また、今回は本市で実施しています建

築に関する助成事業を紹介しました。 

 

第９号 （平成 24 年 12 月 10 日）  

  平成２４年度総会・講演会を開催しました！福岡市建築協定
地区連絡協議会

平成２４年６月２３日（土）平成２４年度総

会・講演会を開催しました。 

各協定地区より総会３５名・講演会３９名が参

加されました。 

 

『総会』 

○ 役員選出 

○ 活動計画 

『講演会』 

＜講師：㈱ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 十時 裕氏＞ 

＜演目：本市の都市計画と 

地域住民によるまちづくり＞ 

下記について講演して頂きました。 

○都市計画とは 

○福岡市の都市計画の歴史 

○都市計画の限界！？→地区レベルでのまちづくり 

福岡市建築協定地区連絡協議会 
（事務局 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課） 
福岡市中央区天神１丁目８番１号（福岡市役所４階） 

TEL ７１１－４５８１  FAX ７３３－５５８４ 

ホームページ http：//machinaminorule.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

講演会の様子 

 

＜本市の助成制度の紹介＞ 

① 狭あい道路拡幅整備事業 

② 介護保険住宅改修 

③ 高齢者住宅改造 

④ 障がい者住宅改造 

⑤ 緑化助成事業 

⑥ 屋上・壁面緑化助成制度 

⑦ 雨水流入抑制助成制度 

⑧ 住宅用太陽光発電システム設置補助制度 

⑨ 福岡市住宅省エネ改修助成事業 

⑩ 住宅耐震改修工事費用補助事業 

の概略を紹介し、今後ご自宅の改修工事等をお考え

のある方はご利用頂きたいと思います。 

第９号 

新役員の紹介 

会長：篠原 満州男（茶山２丁目２区） 

副会長・会計：安永 吉伸（西の丘） 

副会長：足達 猛（小戸３丁目）  

監事：行徳 弘治（松山２丁目） 

理事：鴨川 武文（茶山２丁目２区） 

理事：積水ハウス㈱担当 山本 憲一（照葉まちづくり） 

理事：髙口 眞一路（内浜２丁目 8,9,10 組） 

理事：渡邊 健一（笹丘２丁目） 

 平成２４年度は、このメンバーで本協議会を盛

り上げて参りますのでよろしくお願いします。 

 なお、昨年度の役員として御尽力頂きました，

田中 滿記（生の松原１丁目）、中嶋 敬二（シー

サイドももち・百道浜４丁目）大変お疲れ様でした。 

 また、「高度地区の見直し」については、本協

議会を通じて何かできないかとのご意見を頂い

ております。今後の市の動向につきましては、動

きがあり次第お伝えしたいと考えています。 

 

 

昭和６年当時の用途地域指定状況 

昭和４８年当時の用途地域指定状況 

現在の用途地域指定状況 

平成２４年度第１回研修会  

建築協定初心者講座 

＜建築協定の運営～建築計画の承認～＞ 

研修会の案内において、アンケートをお願いしたのです

が、今回非常に回答率が低かったことを残念に思います。

今後のご協力をお願いします。 

アンケートの結果、①運営委員会の役員等の改選はあま

り定期的に行われていない。②若干ではありますがまだ、

運営委員会での活動を理解していない。③運営委員会を開

催していない地区が多い。④建築計画が提出されても運営

委員会を開催してないで承認されている地区が多い。とな

っています。 

昨年、総会・第２回研修会で講義して頂いた木藪弁護士

のお話にもありましたが、運営委員会の活動によって建築

協定がより有効性をもつのです。初心（協定締結に向けた

取り組み時）にかえって取り組んで頂ければと思います。 

建築計画承認の統一化につきましては、平成２２年６月

より開始し、今年１１月現在で書面による建築計画承認書

を９１件受理しています。 

今後も本市の建築協定制度が、より効果的なものになる

よう各協定運営委員会のご協力をお願いいたします。 

 

＜建築用語の解説・図面の見方＞ 

・用途地域の解説 用途地域による建築物の用途制限 

・建ぺい率、容積率の解説 平成２４年１月から第一種

低層住居専用地域の一部において２世帯住宅・ﾊﾞﾘﾔﾌ

ﾘｰ住宅化を行うことができるように建ぺい率，容積率

の緩和が行われています。 

・高さ制限 条例に基づいた「高度地区」の解説 

・日影規制 用途地域により制限時間の違い、日影図を

使った規制範囲の解説 

・「建築紛争の予防と調整に関する条例」の解説 

 

日影図等 
市街化区域と

市街化調整区

域の「線引き」

がなされる。 

大正１４年都市計画区域の決定 

緑：住居地域 

赤：商業地域 

青：工業地域 



     

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿町谷建築協定運営委員長 小材 雅人 

  今年度第 1 回研修会「建築協定初心者講座」に参

加させていただきました。昨年 10 月から、今宿町

谷建築協定の運営委員会の委員長に選任され、2 年

目になりましたので、昨年度の研修を入れれば研修

への参加は 3 回目になります。まずは、今宿町谷建

築協定の設立経緯から簡単にご紹介いたしたいと思

います。当協定地区は、西に伊都区画整理事業が行

われている地域、東に道路を挟んで三菱電機の工場

とあまりに両極端な周囲の環境に位置しておりま

す。用途地域は『準工業地域』で高度地区の制限も

何もないということもあり、今から 11 年前の平成

13 年に現在の建築協定地域内に 10 階建て、高さ

30ｍの高層マンション建築の話が突然降ってまい

りました。担当者の説明を聞くと、いくら土地の所

有者が何を建てても勝手だと言われても、隣近所に

10 階建ての高層マンションは迷惑以外の何物でも

なく、ご多分にもれず建設予定地の周囲の人たちで

反対運動へと発展していきました。この運動は約 1

年続き、結果として高層マンションから 3 階建のテ

ラスハウスへと設計変更となり現在に至っておりま

す。この反対運動がデベロッパーの担当者を動かし、

デベロッパーと共同で建築協定締結に向け仲良く作

業を進めることになりました。その結果、平成 17

年に現在の当協定が認可されるに至りました。協定

締結以降、当協定地区内の協定加入者の中で建替え

や売買の話もなく順調に経過しておりますが、本年

隣接地区の所有者から加入の申し込みがあり現在手

続き中です。また、あと 2 年少々で協定の更新時期

を迎えることから、今後は加入者の変更、住宅の建

替えの話が出てくることは十分に考えられます。そ

うすると、建築協定運営委員会の重要な仕事である

『建築計画の承認』に関してきちんと対応する必要

が生じてくることでしょう。運営委員会の運営、法

律用語の解説、図面の見方等 低限の知識は必要だ

ということが大変よくわかりました。また、隣接地

区をどう扱っていけばいいのか等、今後も勉強を続

ける必要性を感じておりますので初任者講座は大変

重要だと感じております。今後の課題としては如何

に加入者すべての人たちが建築協定というものを理

解していくかにかかっているものと感じており、私

自身は今後とも可能な限り参加させていただきたい

と考えております。なお、建築協定というものの、

地域の住民の方や下手をすると公的な立場の方もご

存じない場合もありますが、協定には運営委員会も

あり、加入者の集まり自体が一つの立派な団体に変

わりはないと個人的には感じております。今年度の

連絡協議会総会において、十時氏の都市計画に関す

るお話の中で「建築協定の活動も町内会や自治協議

会と同様に提案型の市との共働である。」との趣旨の

お話を伺い、意を強くして現在の当地区の問題に対

処している 中であることを申し添えさせていただ

きます。 

 

研修を受講して 協定地区からひとこと 

   金の隈みらい２７建築協定委員長 堀江 浩

当地区の金の隈みらい２７は、平成１９年から分譲

し始め、同年に売り主が建築協定を申請したことによ

り認可された歴史の浅い区域となっております。 

今年９月に全区画が販売され、協定の運営委員が売

り主から住民へと移行し、その際に運営委員長に任命

されました。就任間もなく研修会案内を頂き、困惑し

ましたが受講してみようと申し込みました。 

１１月３日にツインビルで研修を受け感じたこと

は、マンション紛争という言葉をよく聞いていたので

すが、自分にはあまり関係ないとしか考えておらず関

心もありませんでした。しかしながら、実際に問題と

なっているエリアの内容を具体的に説明があり、当事

者になることを想像すると他人事ではないと痛感し

ました。 

日照の問題は、洗濯物の乾燥はもちろんのこと、家

自体の湿気が多くなり痛みやすくなるのは言うまで

もありません。 

ある日、隣接地の家・土地が売却され突然マンショ

ンが建設される・・・。 

そういったことにならない為に、住民みんなで協定

を理解し、自分たちの町は自分たちで守るという気持

ちで、これから研修などを受けて知識をつけ、みんな

で共有していきたいと思います。 

百道３丁目１・３区建築協定運営委員

中村 広敏

今年５月ころ、「建築協定」の意向調査を兼ねた説

明会に参加願いたい、と自治会長さんから突然連絡が

あり、そもそも「建築協定」とはなに？ 何のための

もの？さっぱりわからないまま説明会に参加したと

ころ、福岡市の担当者から、当地区には近い将来売却

予定の公務員住宅があり、売却に伴い、高層マンショ

ンなどの建築により、紛争となる恐れがあるとの説明

がありました。当地区は北側の百道中学校、南側の百

道小学校の間に位置し、実は昭和４０年ころから私の

祖母が、私自身も福岡タワー建設以前から平成前まで

居住した地区であり、昔ながらの住環境が残っている

（と思っている）地区であります。そこに、高層マン

ションが建築され、住環境が大きく変わるかもしれな

いとの話、ではどうすればよいのか、というところに

タイムリーな「建築協定」の説明会。 

同市担当者からは強制力はないが、抑止力があると

いう説明に？？？と思いながらも、「建築協定」があ

るほうが良いように感じられました。 

自分が住む地区は、良い住環境でありたいと思うの

は誰しも共通の気持ちだと思いますが、同じ思いの

方々が多かったようで、約７割の方々の合意をもっ

て、本年１１月５日に「百道３丁目１・３区建築協定」

が無事認可されました。 

約半年程度でのスピード認可となった地区ですが、

「建築協定」が認可されたからもう安心、ではなく他

地区の事例を参考としながら今後の活動を通して、居

住者の誰もが住みよい住環境を保持できるような地

区を目指していきたいと思っています。 

泉西建築協定運営委員長 

冨永 寅雄 

私たちの街は福岡市の西のはずれで、糸島市との

境界に位置しています。約１０年前までは、農村と

平屋住宅の並ぶ閑静な街でした。しかし、その後、

九州大学の移転が決まり、徐々に学生が住むような

街になったため、環境が一変しました。先ず、ワン

ルームマンションが建ち並び、学生が大勢住むよう

になりました。私たちの泉西町内にも６年前に３階

建て６０戸のワンルームマンションの計画が持ち上

がりました。その時の町内会役員と対策委員は建設

反対の取り組みをしましたが、諸事情もあって運動

は頓挫しました。その時に周りの３町内は「建築協

定」を締結しましたので、その後マンション問題の

紛争は起きておりませんでした。私たちの町内が建

築協定を結んでいなかったため、建築業者に目をつ

けられ、平成２２年７月に再びワンルームマンショ

ンの建築の話が持ち上がりました。その後、１年以

上に亘って反対運動を行いましたが、結局力及ばず

建設を許してしまいました。 

その後直ちに建築協定の締結に取り組み始め、市

の出前講座を繰り返し行い、町民の理解を得ながら

意向調査から合意書集めに進み、スタートから約半

年間で市への申請にこぎ着けることができました。

その間、市担当の多大なご支援があったからこそ目

的地「建築協定の認可」に辿り着けたと実感してい

ます。町民の理解を得ながらマンション建設反対運

動をやれたこと、そしてその延長として建築協定の

締結に結びつけることができたことは、今後、安全・

安心の街づくりを進めていく上で大きな意義がある

と確信しています。勿論、６０％弱の合意率での締

結ですから、隣接地への働きかけを含め今後に課題

も残しています。今からも他の建築協定地区の経験

に学びながら、よりよい街づくりに取り組んでいく

所存でございます。ご指導よろしくお願いします。 

南庄４丁目建築協定運営委員長 

平山 正利 

私たちの地域は、合意率５４％で今年７月２６

日に認可を受けました。 

協定締結のきっかけは、昨年の当地域内に６階

建てマンションの建設計画でした。 

地域住民で何度もマンション業者と協議を重ね

何とか５階建てに押さえてもらうことで話はつい

たのですが、当地域内は青空駐車場や田畑があり、

今後も同様の問題があるとも限りません。 

そこで、市にお願いし、建築協定の勉強会を昨

年１０月からスタートしました。 

年内でこの地域では４階建てまでの建築基準と

しようとアンケートを行ったのですが、４６％の

回収率しかなく、地域住民の関心の低さに愕然と

しました。 

 

再度、基準を５階建てに見直したことで回収率６

４％（うち賛成率５３％）まで上げることができ、合

意書を集めようとなったのです。 

そんな取り組みの 中に、地域内に７階建てのマン

ション計画が持ち上がったのです。 

市の協力もありましたが、マンション業者にはこの

地域の取り組みを尊重頂き、基準にあった計画の見直

しをして頂きました。 

このときばかりは、昨年末に諦めなくて良かったと

思いました。 

しかしながら、地域の一部の方々からこのマンショ

ン計画を反対されていると聞いて南庄４丁目建築協

定を否定されているようで、非常に残念に思っていま

す。つくづく、この１年で自分たちのまちは自分たち

で守ることを学びました。 

 香住ヶ丘１丁目建築協定運営委員長 松熊 俊彦

 当地区は、東区西鉄香椎花園の近傍に位置し、福岡

県住宅供給公社が開発した１２７世帯を有する戸建

て住宅地です。私達の建築協定は、入居当初より公社

による一人型でスタートし、２６年目を迎えました。

１０年を経た第１回目の更新時に一人型から発意型

への転換が必要であることを知りました。早速、市担

当課の指導を仰ぎつつ、町内の専門部会で検討を重ね

た結果、全世帯より協定加入の合意を取り付けること

ができました。同時に、専門部会を町内会に吸収させ、

町内会役員が建築協定運営委員を兼任することで今

日に至っています。運営委員会は、年に２～３回程度、

増改築時の事案発生ごとに開催し、年１回の総会時に

議事録の概要を全会員に報告することにしています。

この２５年間、幸いにしてノントラブルで運営をし

て参りました。協定書の遵守は勿論ですが、近隣住民

とのトラブル防止のために、次の３項目を承認の前提

条件とし施主の理解と協力を得てきたことが良かっ

たのではないかと感じています。 

① 工事着工前に周辺居住者の承諾を取ること。 

② 工事中の騒音、振動、粉塵等への配慮をすること。

③ 工事中の交通規制（特に車庫の出入り）への配慮

をすること。 

研修を受講し、当地区の増改築や高齢化の進展に伴

う所有権移転等の増加が予想され建築協定の真価が

問われると感じました。さらなる委員会の充実のた

め、積極的に建築協定地区連絡協議会に参加し、次の

役員へも引き継いでいきたいと思います。 


